
国分寺市経済課 042-321-8612

〒185-8501国分寺市泉町２-２-18 国分寺市役所１階

市内農業者の皆様へ

国分寺市農業者肥料・燃料等
購入支援補助金

世界的な穀物需要の増加やエネルギー価格の上昇に伴う肥料及び原油価
格等の高騰による農業経営への影響を緩和するため、市内農業者を対象に
農畜産物の生産に必要な肥料・燃料等の購入費用の一部を補助します。
※今年増加している経費負担を支援する補助金で，昨年の経費を基に補助額を算出します。

令和６年１月１日～12月31日に
支出した農業に係る以下の経費
（肥料費・飼料費・動力光熱費・
諸材料費） 裏面参照

補助額

50
万円

最
大

補助対象経費の

40％以内

補助対象
経費

■提出書類
① 申請書兼請求書

② 令和６年分 所得税青色申告決算書（農業所得用）の写し

白色申告収支内訳書（農業所得用）の写し

国分寺市経済課窓口へ直接又は郵送提出先

➤市経済課窓口で配布又は市ＨＰからダウンロード

■申請期間
令和７年11月17日（月）～令和８年２月17日（火）
郵送の場合は当日消印有効 ／ 窓口の場合は土日祝日を除く

市ＨＰ

③ 別紙（補助金振込口座の通帳の写し）

④ その他（必要に応じて）

※期間経過後の申請は受付できません

【押印必須】

又は



青色申告決算書の場合

白色申告収支内訳書の場合

補助対象経費及び補助額の算定方法

６

６

補助額＝
（肥料費＋飼料費
＋諸材料費＋動力
光熱費）×40％
※上限50万円
※千円未満切捨て

・補助金申請者
・誓約書氏名
・確定申告者
・補助金振込口座名義
を同一にしてください

・補助金申請者
・誓約書氏名
・確定申告者
・補助金振込口座名義
を同一にしてください

補助額＝
（肥料費＋飼料費
＋諸材料費＋動力
光熱費）×40％
※上限50万円
※千円未満切捨て

対象経費を４つの科目以外に計上してい
る場合は，別途，経費帳や領収証で内訳
を確認できれば補助対象にできます。

対象経費を４つの科目以外に計上してい
る場合は，別途，経費帳や領収証で内訳
を確認できれば補助対象にできます。
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